
Ⅰ 承認事項

（１）第８期まえばしスマイルプランの基本理念について

スマイルプラン策定の趣旨

 本市の介護保険事業を含めた、高齢者福祉施策全般にわたる行政計画で、高齢者が安心して暮らしていける社会の
実現のため、具体的に取り組む施策を定めたもの

法律上の規定

 老人福祉計画

・根拠：老人福祉法第２０条の８第１項で策定の義務付け

・概念：内容は、介護保険給付対象外サービスなど老人福祉事業の目標量と確保策について定めるもの

 介護保険事業計画

・根拠：介護保険法第１１７条第１項で策定の義務付け

・概念：内容は、介護（予防）サービス量、地域密着型サービス整備量、地域支援事業の費用見込みなど

まえばしスマイルプラン

【老人福祉計画】
･老人福祉事業の見込み量
・高齢者福祉サービスの見込み量
・生きがい支援施策の見込み量

【介護保険事業計画】
･介護（予防）サービス見込み量
・介護保険料
・地域支援事業の見込み量
･地域密着型サービス整備量
・介護予防・重度化防止等の取組内容と目標

一体的に作成

資料１
前橋市社会福祉審議会

第４回高齢者福祉専門分科会（R２．３）



スマイルプランの位置づけ(イメージ図)

(1)第８期まえばしスマイルプランの基本理念について



(1)第８期まえばしスマイルプランの基本理念について

計画期間と重点(予定)

計画期間

 令和３年度から令和５年度の３年間

 ３か年の計画により、第１号被保険者（６５歳以上の高齢者）の介護保険料の水準を決定

第８期計画の重点 (予定) ※国の動向(介護保険制度の見直しに関する意見)から

 介護予防・健康づくりの推進

 保険者機能の強化

 地域包括ケアシステムの推進

 認知症施策の総合的な推進

 持続可能な制度の構築・介護現場の革新

【参考】 ・第３期では、団塊の世代が６５歳に達する平成２６年度を見据えた目標値を設定

・第４期では、中間的段階の位置づけ

・第５期では、地域包括ケアの実現のため、さらなる中長期的な目標を設定

・第６期では、段階の世代が７５歳になる２０２５年までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準を推計

・第７期では、地域包括ケアシステムの深化・推進、介護保険制度の持続可能性の確保
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基本理念

(1)第８期まえばしスマイルプランの基本理念について

《 第１期～第7期
まえばしスマイルプランの基本理念 》

１ 生きがいのある生活を送るための施策の充実
２ いきいきとした生活を送るための健康づくりの推進
３ 住み慣れた地域や家庭で安心して暮らせる生活支援体制の確立
４ 利用者のサービス選択の自由と権利擁護のための仕組みづくり

《 第８期まえばしスマイルプランの基本理念 》

１ 生きがいのある生活を送るための施策の充実
・高齢者の生きがいづくり、社会参加支援 など

２ いきいきとした生活を送るための健康づくりの推進
・心身の健康づくり、介護予防・日常生活支援総合事業の推進 など

３ 住み慣れた地域や家庭で安心して暮らせる生活支援体制の確立
・居宅・地域密着型・施設サービスなど介護保険制度の適切な運用
・地域包括ケアシステムの構築、推進
・認知症施策の推進 など

４ 利用者のサービス選択の自由と権利擁護のための仕組みづくり
・自由なサービス選択を支援する情報提供や相談機能の充実
・高齢者の権利を擁護する体制の構築 など

○基本理念の経緯
・平成１２年からの第１期計画から現行の第７期
計画まで基本理念は承継。

○第８期計画の重点(予定)との整合性
①介護予防・健康づくりの推進
②保険者機能の強化
③地域包括ケアシステムの推進
④認知症施策の総合的な推進
⑤持続可能な制度の構築・介護現場の革新
⇒全て左記４つの基本理念に内包される。

○上位計画との整合性
・「第7次前橋市総合計画」の柱となる施策のうち
「健康・福祉」の分野と合致
・「第2次前橋市地域福祉計画・前橋市地域福祉
活動計画」の基本理念「つながって 支え合う
地域共生社会のまち」と合致

承 継


